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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ按分による支出がある場合は、按分の理由、※

ぞれ該当欄に記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 馬蔀莞雪･研修費

内 容 NPO次郎長生家を活かすまちづくりの会会費

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年7月 31日 金額 1,000円

会の趣旨．

目 的

次郎長翁を顕彰し、次郎長生家に関する保全･活用それらを通じた事業を行い、

地域の振興に寄与する。

会の活動

内容等

社会教育、まちづくり、鈴上振興を図る活動、

学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動

環境保全、地域安全、子どもの健全育成を図る活動
I1吉報ｲI索+全の幸展′經溶涯謝1の淫，畦ｲk葬函Z,涯動

政務活動．

県政との

関連性

NPOの活動状況を調査研究するとともに、会員からの意見や要望等を聴取し、

県政における観光資源の保全。活用方策や地域振興策の向上に役立てる。

く須反書貼付枠＞

会費3,000円のところ会の会計年度が8月～7月のため、 令和2年4月～7月分を請求する。

会費3,000円×4／12月＝1,000円 し
一

拳ヶ周撒くﾉ､…岬）

弾･今和元卑朋～2駒＃識のyｹ〃筐､。''鋤ざ､稗"'乞辮糊。

※添付雲： 届葎あ襄則 ･事業概要・その他（ ）

1,000円

／

100％ 1,000円
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使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）
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但

卜記箙に領収いたしました
但年会費として

卜記箙に領収いたしました

匿雰篝特定非営利

次郎長生

〒424-094

活動法人

家を活かすまち

5静岡市清水区美濃

特定非営利

次郎長生

〒424-094 謹篝
醍
篭
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按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

職議"偶勾ﾉ震耀3州脈釧那鋪棚
j,00炊鰄=み〃

※按分による支出がある場合は、

ぞれ該当欄に記入すること。

…番号 7－/／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ㈲ 経理担当者

経費項目 扇罰晁雪･研修費

内 容 NPO次郎長生家を活かすまちづくりの会会費他

年月 日 令和

●

元年 ?月 涕日~令和 年 月 日 金 額
ノ

7Qo，円

会の趣旨．

目 的

次郎長翁を顕彰し、次郎長生家に関する保全・活用それらを通じた事業を行い、地域振

興に寄与する。

会の活動

内容等

社会教育、まちづくり、観光振興を図る活動、

学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動

､環境保全、地域安全、子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展、経済活動の活幽上を図る活動

政務活動．

県政との

関連性

NPOの活動状況を調査研究するとともに、会員からの意見や要望等を聴取し、

県政における観光資源の保全・活用方策や地域振興策の向上に役立てる。

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである｡

領収書金額(a)

7000円

■
■安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

'"oo円
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特定非営利活動法人

次郎長生家を活か 七

反〒424-0945静岡市清

〆



特定非営利活動法人次郎長生家を活かすまちづくりの会定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人次郎長生家を活かすまちづくりの会という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市清水区に置く。

2 この法人は､前項のほか、その他の事務所を静岡県静岡市葵区内に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、次郎長翁を顕彰し、次郎長生家に関する保全・活用それらを通じた

事業を行い、地域振興に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は､その目的を達成するため､次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（1）社会教育の推進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

（3）観光の振興を図る活動

（4）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

（5）環境の保全を図る活動

（6）地域安全活動

（7）子どもの健全育成を図る活動

（8）情報化社会の発展を図る活動

（9）経済活動の活性化を図る活動

（10）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業）

第5条この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

（1） 特定非営利活動に係る事業

①次郎長生家の保全・活用に関する事業

②次郎長翁を活かしたまちづくりをすすめる事業

③次郎長翁に係る情報発信事業

． ④その他この法人の目的を達成するために必要な事業

Ld

第3章会員

(種別）



ザ

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」 という｡）上の社員とする。

（1） 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2） 賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長

に申し込むものとし、理事長は｛正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。

（会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の－に該当するに至ったときは､その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき｡

（3）継続して2年以上会費を滞納したとき。

（4） 除名されたとき。 ‘

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。 ．

（除名）

第皿条会員が次の各号の－に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

（1）この定款等に違反したとき。

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章役員及び職員

（種別及び定数）

第12条この法人に次の役員を置く。

（1） 理事6人以上

（2） 監事2人．

2理事のうち、 1人を理事長、 2人以上を副理事長、 1人以上を顧問とする。

（選任等)‐

第13条理事及び監事は、総会において選任する。



2理事長・副理事長及び顧問は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総

数の3分のユを超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第14条理事長はくこの法人を代表し、その業務を総理する。

2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､これを総会

又は所轄庁に報告すること。

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

．（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若

しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）

第15条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない｡

（欠員補充）

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければなら承い。

（解任）

第17条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任

することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ

ばならない｡



（1）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第18条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第19条この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2職員は理事長が任免する。

その総数の3分の1以下の範囲内で謡馴を受けることができ る。

第5章総会

（種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

、 （権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

（2） 解散

（3） 合併

（4） 事業計画及び活動予算

（5） 事業報告及び活動決算

（6） 役員の選任又は解任

（7） 入会金及び会費の額

（8）その他運営に関する重要事項

（開催）

第23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の－に該当する場合に開催する6

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 ．

（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した

の請求があったとき。

（3） 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集す‘

2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があご

から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した

箒24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する

書面をもって招集

。

2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、

から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

その日



3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもっ

て、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

（議長）

第25条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第26条総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全

員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

総会の決議があったものとみなす。

（表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号

及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（議事録)

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） 正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること｡）

（3） 審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

印しなければならない｡

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示を

したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。

‐



総会の決議があったものとみなされた事項の内容

前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

総会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
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第6章理事会

（構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（権能）

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1） 総会に付議すべき事項

（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項 一

（3）事業計画及び活動予算の変更

（4）役員の職務及び報酬

（5）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第45条におい

‘て同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（6）事務局の組織及び運営

（7） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催）

第32条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1） 理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁

的方法をもって招集の請求があったとき。

（3） 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10

日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をも

つ・て、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

（議長）

第34条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決）

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

池、



ところによる。

（表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 ‐

3前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用に

ついては、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者等にあっては、その旨を付記する
こと｡）

（3）審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

印しなければならない。

第7章資産及び会計

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1） 設立の時の財産目録に記載された資産

（2） 入会金及び会費

（3） 寄附金品

‘ (4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

（6） その他の収益

（資産の管理）

第39条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。

（会計の原則）

第40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（事業計画及び予算）



第41条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を

経なければならない。

（暫定予算）

第42条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第43条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第44条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し､監事の監査を受け、総会の議
決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第45条この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

（臨機の措置）

第46条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更､解散及び合併

（定款の変更）

第47条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄

庁の認証を得なければならない。

（解散）

第48条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4） 合併．

（5）破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の 3以上の承
／



諾を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第49条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡）したときに残余する財産は、

法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲

渡するものとする。

（合併）

第50条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

（公告の方法）

第51条この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲載して行う。

第10章雑則

（細則）

第52条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 牧田充哉

副理事長

同 ， ：
同

顧問

理事

同

監事

同

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日か

ら平成30年9月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総

会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず､成立の日から平成29

I



年7月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる

額とする。

（1）正会員入会金0円

（2） 賛助会員入会金0円

（3） 正会員年会費 3,000円

（4） 賛助会員年会費個人1,000円

団体。法人10,000円



様式第1－1号

侭金項目 サーチｷー 支出証拠書
｢ﾗW-｢UT5TZ1

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

吻了)”移溌動菅の妾上る支出があるｵ湯合に

記入すること。

整理番号 _と‐､－S

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･顧鉱鱸･霧澗誇瀧續･会議費･資料侑戎費･資糊鴬入費･層調･事務所費･人件費

内 容 ｺビｰ機ﾘｰｽ料（台月分）

年月 日 令和三年一合月'7日玲和 年 月 日 金額 4,968円

目的 政務活動に必要な． ピー機のリース

使途

政務活動。

県政との

関連性

く領収琴占付枠＞

蕊蕊雛

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

9,936円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

4,968円
Q



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗm-｢m｢訂
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

よる支出がある場fミ 文てj砥務活動譽の壱

記入すること。

轄理番号 と～脾
一
一
一

経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調謂鋤費･会議費･資料ｲ鰔費･資粥擴入費･露買｡事務所費･人件費

内 容 自動車リース料（ざ月分）

年月 日 令和Z年F月7日~令和年 月 日 金額 15,840円

目的 政務活動に必要な車両のリース

使途

関連性

く領収書貼付枠＞

繊鰯漉織職樹

と私用》

領収書金額(a)

31,680円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

15,840円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

FT7Tm-｢5T5~｢Z1
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通計||）

~' ･ -耐

蝋
増
縦
１
～

計
窒
雷

趨３

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

華理番号 _上､'ﾐ_f--

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調劃}院費･研修費･匝禰覇蜀･薪調誇鰯費･会議費･資料{賊費･資糊鴬入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 ホームページ管理・更新料（ さ‐ 月請求分）

年月 日 令和三年幼つ日~令和 年 月 日 金額 11,000円

目．的 県政関係の情報や政務活動の情報を報告する。

‐使途 ホームページ管理・更新料

関連性

ホームページを通じ､県政の情報や政務活動の状況を広く県民に報告する。

"〃倉吉11両毫円卜J-L圭九､、

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

11,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

11,000 .円



様式第1－1号

侭金項目 サーチキー
支出証拠

回正一[万EE
書

ﾘK名・議員氏名ふじ0

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

整理番号 ｜｜ 卜一‐7<'

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈲ 経理担当者 ■■

経費項目 鍬研修賓画紘熱費霊調講簡鱸･会藷資料憾費鐵糖入費事務費事翻潰人僻費

内 容 つ○ナ帛尾{甦研IT雪鼬｣芝地α､奇Rj進一
年月日 令和ユ年上-月 >日～令和 年 月 日 金額 堂夛oご円

←

目的 b麓下之j､弓穐皇ゴ麹_ハ推艇3面茎一
使途 武逢遁_羊隆
政務活動。

県政との

関連性

外迅陰顔1号厚己穐ﾉと津乳弱-｡、昂響-乏
回復(｢~L$ ､-Q=r--I公らかｧ望gﾍ邉斗之魂

占付枠＞

迄允鯛|含色～嬉I翁

■

按分の理由

全て政務活動にかかる
〃

ものである。

領収書金額(a)

｣タョ○○ 円

安分率(b)

／

Iりり ％

政務活動費支出額(a×b)

とgo、
炉 円



I

I ご利用ありがとうございます｡

瀞鰐仁。
ゴ

料金所では一旦停車してください。

、
４
１
１
ｆ
ｏ
Ｊ
，
１
１
９
サ
ド
ｌ
６
８
９
１
０
Ｆ
Ｉ
１
Ｋ
Ｉ
１
１
迫
田
８
３
２
１
１
１
１
１
１
…
ｉ
ｌ
ｌ
８

ご利用ありがとうございます｡

ザ瀞讐竪E旦
料金所では一旦停車してください．

ご利用ありがとうございます｡

ゴ瀞漂E旦
料金所では一旦停車してください。

！

禾u月引言正巳月害

料金所 清水
お問合わせは、中日本お客さまセンター
フリーダイヤル0120-922－229

上記番号をご使用になれないお客さまは
TEL O52-223－0ヨヨヨ（有料）

矛u用言正巳月書 禾u用言正巳月害

料金所 浜松西 料金所 浜松

今騨蝋蕊急' I鞭鯛蹴震溌'“贈貝番号をご使用になれないお客曽誰
Trt｡65ZE223-0333(有料) I Tgf";;3E"/5333(有料） 20年5月 9日13時49分

車種普通

通行料金 ¥2, 210-

（外対）

一入ロ料金所一磐田

ETC 有効期限21年12月

１
１
ｒ
、
．
Ｉ
０
１
１
Ｐ
↓
、
ｉ
ｆ
Ⅲ

20年5月 9日1 1時22分
車種普通

通行料金 ￥2， 670－
（外沈卜）

一入ロ料金所一・清水

ETC . 有効期限21年12月

20年5月 9日12時21分
車種普通

通行料金 ￥420－，

（倣灼卜）
一入ロ料金所一浜松西

ETCゞ 有効期限21年12月 . i

〃
ｆ
，
．
、
勘
叩
、
。
‐
１
１
Ｌ
Ｐ

１

，

１

Ｔ

・

３

３

４

竺昂垂呈 （古札－ 1回 妙
５
１
Ⅱ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
９
１
ｒ
８
Ｉ
、
尋
哩
１
．
０
５
１

全は．消費税軍10％

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号205-00381304-00

， ■■

当晉規軍10％珂扉 全は、消費税軍1U光河野

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2-18－19
取扱番号208-00461027－00

■■

中日本高速道路株式会社

愛知県名古屋市中区錦2－18－19

取扱番号214－00081212-00
■■



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗT§T可]－｢5~｢5~R
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
蛇

記入すること。

義理番号 _今一フ

会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･確費･広聴広報費･雰調誇灌婚･会議費･資料I賊費･資繩鴬入費･偉頚･義銅漬･人件費

内 容 携帯電話代(au 3月請求分）

年月 日 令和ユ年屍〃日~令和
I

年 月 日 金額 7号-学8円

目的 政務活動に使用する携帯電話代

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収

ｌ

１

Ｅ

０

ｆ

４

鼎

、

凸

ありがとうございます｡今月分の｢ご赤
f全萬巾櫻閨営業日）までにお願いいた

4

vr.~.~
-. 陽』 － －－弾－， －弓 ,F竜"，'=ー竜一▼苧･'一･ ･叩再'一ｰ1

垂“国而Ⅱ
し
ｌ
腓
ｉ
ｌ
ｌ 通帳記言■■■■■■■■I■

｜
ヨ

一一…-…一-－－－－－－－一刻司一砲薮|暉月雰宗~詞話利用料 “,． 。衆_‐…．～ 、_, 一望 ,蕊農． ．; ､… 、

戸菖応塁＝､ 1甲 睾通司’

当日戸竈求踊 1rU 』'1フ円

7種苛『キミ寺ｵﾉ､銅

内土々,､ﾘﾐﾉ､ノヶ分

U円

円

合 計 1rUZ.lつ円

ご利用I

開常払い

園訂圃弼
ご利
用者

I用日

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

/8､仰7 円

安分率(b)

1／2

％

函努沽動賓支出韻(a×bノ

安ど際8 円



様式第1－1号

,

使途項目 サーチキー
支出証拠

匠匠回一｢5TDTZ1
書

目・議員氏名ふじ@ 一

一
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１
６
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*､町-由.顎$

綴

麹
鉾
澤
試
只
千
》
１
詫
幹
ご
発
醐
、

亜

ｘ
鎧
ｐ

培
睡

罰
〃
ｂ

“
誤
ｘ
忠
、
ｊ

晶
唱
■
』
回
曲

戟

靹

急

．

Ｕ

恥
》
塘
瓦
団
貼
湧
…

哺

坪

に

ざ
麹

＆
砧
『
串
群
落
部
貼
貼

毎

遇

角
狩
野
“
、
《
混
錘
蕊
、
、
》
輿
｝
唖
端
幹
醗
易
啄
諺
謂
啓
》
》
〆
土
割
尉
、
僻

主

串
副
串
汀
虻
窟

造
幹
．

」
鼬

ｆ
尊

卑

１
．
時
ｆ
鑑
；
雫
挫
篭
唾
厚
許
、
，
誰
『
、
ｊ
恥
、
吟
、
”
脅
合
“
藤
卜
ふ
ｗ
↑
鈩
蘓
割
穆
》
灘
１
，
張
藍
、
・
血
隅
…
・
・
・
除
Ｉ
膿
！
，
’
１
．
●
，

通r八x錦魚勅､.,= ↑さⅢ ､:'"｡ ｡;"
≠ ： ” “ “､ 蝋 ゞ ¥ ” 1 ゞ ， 。

､I〆雲 ､≦上記金額正に領奴致しきした:

翫搦

番24号‐T･･ ！

｡ ←静岡

株式
会桂

業所；
’1㈹ ¥ ；

幹
今解

きﾄ：亀

図 ､漣､ 鋤 』も

斜 .,§ ，

燕

…幸一

記入すること。

鑿理番号 SF一了

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 衝 経理担当者 ■■

経費項目 識罰暁費･研惨費･広噸蕊蹟･鶏赫鞠鋤費｡会藷･資料'鰯漬･笥糖入費･謬鞠漬･人性費

内 容 FAX不良対穴』J『
年月日 令和之年9－月／ﾉ日～令和

Ⅱ

年 月 日 金額 ざ‘ ○°円

目的 戸Axイラ理

使途 イラ忍電粂上′

政務活動

県政との

関連性

Ｆ
Ｊ
踊

玲

ざ

ｕ
ｊ

金"額

押 蒔

虚
、

告
手
呼

衡
ｎ
Ｎ
乳

邸
イ ジ

F団
詞

､

が．
f、皇‘ 。

"

畠塾

角
Ｉ

"｡'
:§……

〃“

＆J

一一一

$噌 弾

内諾. … 、､ 訳

現 詮
誤

吋

ゾ # 蛤

牛 岱 主

唾 盈

小切手
tL 曲

袴 唾 ､ 鞭

騨 酵宝 軸

■

閥

E 巧

手 形。

軸

母

睡 ゲ『､〆
巳 舟

も
晶
訪

母
凶

蜂謎 、苛
咄 Jf

哩 凸 畳 $ 闇
呵

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

/32o℃ 円

按分率(b)
／／2

％

政務活動費支出額(a×b)

36‘，。 円



聿
冒求

一
頭 2020/04/30

No. 190784

所
中澤通訓殿 Pロﾛ■ ｡■＝ﾛ■ ﾛ■ ｡■＝一旬＝ﾛ■ q■■■画＝‐。■ー巳

目
言４

３
２
－424-08Z

松営業戸

見積No .
及 び

金ゞ ‐額単 価名件名口
叩

12，000

1，200

12,000

消費税
FAX不良対応

摘要04/24

毎度ありがとうございます。以上の通りご請求申し上げます。

100621

210799

当座

当座
清水支店
清水支店

清水支店当座 10673 みずほ銀行
本 店当座 571 三菱UFJ銀行
力）力ドタデンワコウギョウショ

静岡銀行
清水銀行
口座名義

＜振込み先＞

一一一一一一一一■■凸P吟一一一戸一一一一■=＝韓鄙ーマー

ノ



様式第1－1号
－ 期ヶ…都I■

ﾉ

侭塞項目 サーチキー
支出証拠

匠匠四一｢可3~E1
書

派名・議員氏名ふじ@

…〃タ0円
客分による支出がある#易合は、頑Ⅸ雲り

記入すること。
『

謹押塞呈
一
一
一
一
一
一

』殻.エーーヲ

決
裁 会派代表者

lF－＝ I｢

儲
~ー一一一=＝＝＝＝＝＝＝可

経理責任者 ③ 経理担当者

一
一

■■

経費項目 趣封研修費広聴癖費雷鱸需議潰会議費鮮"儲潰資鱸入費事霧費鞠凄人維費
内 容 つ○ﾌｰｰﾏ畠cﾍ唇週_と地_ダ、

年月日 令和つ-年卸“日~令和年 月 日 金額
、

〃夕つ円

目的 餓除も風の斗亡(乏豆角垂
使途 意趣迄二弐塁や全 ”
》
》
》

龍碕ｲ葵J旦八。，足げかソ 叺 罫こう園迄一

b J

、

ミー司

■

‐

・

日

４

弓

Ⅱ。
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。
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ｏ
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Ｎ
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昇
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ｆゐ
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師
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●
二
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今
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ｌ
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白
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伯
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、
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Ｃ
ｕ
×
山
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需
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ず

按分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

/00% 〃'0円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠耆

町ﾗｰ｢51－｢m同
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通計||）

よる支出があるｵ易合は、領収書望等0 厚み斗塞尼7阿酌

記入すること。

轄理番号 堂-,-に

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰鞭際潅擴･会議費｡資料侑婚･厩禰圖･事務費･講銅漬･人#費

内 容 新聞購読（静岡、朝日、農業新聞）
＝聖｡王

年月 日 令和ユ年す月z≦目~令和 年 月旧 金 額 R％〃騨戦9二円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 ユー隼_主-月購読料

関連性

県政等の情報を収集し、議会質問や政策の参考にする。

く領収書貼付枠＞

別紙

f b

按分の理由

今て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

言禦 円



二F沢

制禦勤薑翼議
･ 本店静岡市清水区大手一
三節(Ig)ap6-Y577TFAX)

呼(ﾌﾘｰ狸雲立6“、
｡

､ハノ
具の気酉
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ぬようr

do／－9285

］－1577－01

ー

I

J5r""0C
(は軽減税率3

朝日芳
豊業粥

号隣窕 1畳7月蕊呪ノ

6,66C
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

020倖 05

０
６

Ｑ
該
凸

４
２

5,668 1離議

京新聞店
氣1－1－．

0-107-46f鵬建屋童．
円
岸
仇

JDZ-1914

054-366-1074



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢ﾗm－｢5~｢5Tgl

一
言

＝ 、〆

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調罰暁費･研修費･圃紘報費･霊澗誇鬮費｡会議費･資料ｲ賊費･資料購入費･鳫癩･霊所費･人件費

内 容 事務所電話代(NTT j- 月請求分）

年月 日 令和Z年‘月Z↓日~令和 年月 日 金 額 ヨユ千Z
n

円

目的 政務活動に使用する事務所電話代

使途

関連性

く領収書貼付枠＞

臘
騒
崩
劇
穏
鮴
墹
蕊
器
紐
一

グ
ー
。
１
Ｊ

頓
旺
罵
幻
骨
画
個
散

ﾛ ﾛ ヶ

1

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

6斗？り 円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3ユ千一毛 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

[Ⅲ－｢m~｢IM
書

電 一 筵］

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

準･土牢番号 _夢、－ 1乙

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇鰯費会議費･資料ｲ賊費･資料購入費･事務費･属覇圖｡人件費

内 容 事務所駐車場代（ 6 月分）

年月 日 令和Z年j月Zも日玲和 年 月 日 金額 5,000円

目的 政務活動事務所で使用する駐車場代
凸 I

使途

関連性

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a) 、

10,000円

安分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,000 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

一｢UTUTI1

奎
言

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 と-～/g

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇働費･会議費･資料侑戎費･資料購入費･屋頚･藷銅漬･人件費

内 容 事務用品代（詩に-Zへ毛、 ／一L ー 千一--つ二〉 ）

年月 日 令和Z年営弓月z-J日~令和 年 月 日 金 額 ？p乙円

目的 政務活動に使用する事務用品
壺

使途

政務活動.

県政との

関連性

く領収書貼

■■■■■■■■■■■■■ 領収証

お澤移研 様 主年今月旦

－￥？oz－1

内

消費税等

SAKAE20193･10『200

但

卜言BEに領収いたしました

〒424-0826

FAX<054)351-2301

7 日

ｆ

ｆ
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．
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Ｉ
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０

１
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．
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ｌ
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Ｉ
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ｆ

ｆ

…

寸

０

ｒ

９

１

１

１

１

？

Ｉ

’

１

１

１

１

’

噂

１

１

２

１

１

砿

ｊ

配

８

，

１

…

Ｉ

ｉ

．

．

ロ

．

０

１

１

．

＄

，

ｔ

，

８

．

回

Ｊ

勘

乱

巳

ｆ

１

．

，

６

’

二

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

？'Z円

按分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

?o2円



様式第1－1号

＝

使途項目 サーチキー
支出証拠 書

一｢I

I

麦分の理由

全て政務活重
弓員（a×上

のである『

よo支出がある場舎 古勤書の語

轄理番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調罰院費． 研修費。 広聴広報費･霊調誇鰯債･会議費･資料胴罐･資料購入費･塵冒･藷翻漬･人件費

内 容 インターネット接続料（ と 月請求分）

年月日 令和ユ雫倉月2顎~令和 年 月 日 金額 2,035円

目的 政務活動上の情報収集に使用する。

使途



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7I－｢m｢ヨ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

よる支出がある場合 ｡iILX＝ の今鴛自一棲令､塞乃7NH

記入すること。

ターハー

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･蝿広報費･需赫鞠勧費･会議費･資料胴嬉｡資*購入 費・属諏胃･人件費

内 容 光熱水費⑳ 水道代． ）

年月 日 令和z隼今月zg日~令和
■

年 月 日 金額 え′ざ-ア 円

目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途

政務活動.

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞ ．

９
ィ
『
リ
ヨ

』

4

1

亜P

02-512

‘02－5息13

02－5－13

02-5-13

,: 02-5-13
ミ

リル
凸

02－526

《 02－526
：

； 02－526

1

1

１
４
コ
マ
Ｉ
ｕ
”
・
・
・
Ｉ
Ｅ
４

02－526
' や 令 ｰ ‐'

02－526
一 等.牙･－ °

02－527
－ 1 口 や4好 奄

02－528
~一~~~ ‐ r~亨~一"－－~~-ーー~~ ‐- ‐~一 ‐凹奇.F一一一一一一今F- 一 ｡､ 画 』

電気 ｜ 責18118 1ﾁｭｳﾌ》､ﾃ、
-J11コ〃
一クヨグ

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

/3//9 円

按分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

ﾗ2久ぐ~f円



様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢ﾗTﾗm－｢mZ｢刃
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

受分による支出がある場合は、按分の琿庄 吟7K7間 考国1誉の語

ぞれ該当欄に記入すること。

鑿理番号 ざへ／悪

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 願罰悪･研修費

内 容 尾崎行雄記念財団会費 樫fRy全瑛）
年月 日 令和ユ年ざ一月可日~令和 年 月 日 金額 Z/上2 円

会の趣旨．

目 的
故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する。

会の活動

内容等

害堂塾の開催有識者啓発のための講演会開催、

調査研究のための政経懇話会開催や視察、研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育、情報提供などの支援

政務活動。

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる。

く領収書貼付控＞

眺
畢
晋
旺
肩
汕

÷

※添付書類: |団体の罰･事業概要｡その他（ ）

1

1

1

ｌ
Ｉ
ｆ
ｆ
ｊ
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Z,/豆 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

Z芯Z 円



/榊禦年､夕月吉日
1

cPﾗ蓼麺7 （ラ期）

尾崎行雄記念財団
会長仁

費納入のお願い会費

拝啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素、害志会へのご協力誠に有難
う御座います。
今年度も幹事一同力を合わせ「害志」の発行、研修会、見学会等を実施して参りますの

で、会員の皆様のご協力とご参加をよろしくお願い申し上げます｡”
つきましては、本年度の会費及び前年度以前の会費が未納の方は納入頂きます様お願い

申し上げます。
御不明な点が御座いましたら、財団事務局までお問い合わせ下さい。

敬具

I

_Z_z型三一クク 円会費合計額

Ⅶ(}ﾛロ 光

※会計年度期間 、当該年4月1日から翌年3月31日迄

(会叶）※会寅を2年以上悪納した方は、尾崎行雄記念財団号志会会則第7章
， 第11条の規定により退会扱いとします。

納入方法（郵便振替にてお願い致します）
※必ず同封の振替用紙を御使用下さい。

連絡先、
尾崎行雄記念財団事務局■■■■
T肌03－3581－1778
FAXo3-3581-1856

E-mail: info@ozakiyuki

T

C

oo jp

／

年度 /陵'年度 Za'年度

金額 ○ Zｸクク



2020年度 (令和2年度）

議案書

定時総会

尾崎行雄記念財団号志会



2019年度（平成31年度）事業報告

I総会

◆2019年度総会［2019年6月2日（日） ・会場／尾崎財団応接室］
において、事業報告、収支決算、幹事・役員の改選案、事業計画、収支予算
を承認しました。

Ⅱ幹事会

◆2019年度幹事会［会場／尾崎財団応接室］は、会の活動の企画、検討
決定、実施における報告等を行いました。

2019年6月2日（日)8月24日（土) 10月19日（土) 12月14日（土）
2020年2月29日（土）

Ⅲ準備会

◆（1） 2019年度幹事会［2020年2月29日（土） ・会場／尾崎財団
応接室］において、 ウイルス感染病状況に伴い、次期幹事による会長
以下役員の改選等を暫定的に繰り上げて行いました。

Ⅳ「害志」の発行

◆第61号［獅子風：象徴天皇制のあり方､‘ 2019年8月発行］
第62号［獅子呪:沖縄米軍基地の安全性、 2020年2月発行］

V視察見学会

◆（1）2019年10月26日（土）小石川後楽園見学、相馬雪香先生青山
霊園墓参を行った。

Ⅵ懇親会

◆（1） 2019年6月2日総会後、中華飯店（赤坂見附）で行った。唾



2019年度(平成31年度)収支決算

可

上記､収入､支出のとおり報告いたしますd

2020年3月31B

害志会会計

監査の結果､適正であると認め

害志会会計監査

（財)尾崎行雄記
一

項 目 予算額 決算額 内 訳

｢害志｣発行費

(ニューズレター含）

85,000 70,131 コピー､封筒代(財団事務局) 50,000円

61号郵送料 ＠82円×133通 10,906円

62号郵送料 ＠75円×123通 9,225円

事業費 ‘ 38,000 12,310 見学会､相馬雪香先生墓所墓参献花 2,000円

講師お茶代 『 310円

総会後懇親会補助 ＠11000円×10名 10nO00円

通信費 60,000 42,894

■
■

郵送料(会計関係） 5,414円

会長電話代 3,000円/月×12ケ月 36,000円

電話代(害志関係） 950円

FAX代(総会関係) 530円

事務費 25,000 14,307 事務用品(幹事会関係） 1,299円

事務用品(会計関係） 9,859円

コピー代(幹事会関係） 887円

コピー代(会計関係） 2,262円

総会費 20,000 12,512 総会案内雪朕I
β■

閏 ＠92円×136通 12,512円b

交際費 50,000 20,683

ノ

財団への御礼 10,188円

財団への手土産 895円

書籍購入 4冊 9,600円

雑費 24,000 8,549 幹事会茶菓子代 8,149円

総会打ち合せお茶代 400円

周年事業積立金 50,000 50,000 害志会､害堂熟信 年記念事業等積立金 50,000円

予備費 469,362 23,000 幹事会交通費 1,400円

幹事会交通費 @500円×36名 18,000円
お茶代 ＠100円×36名 3,600円

(5回分）

研修費 94,600 0

次年度への繰越金 621,751 2020年度(令和2年度)へ繰越 ‘

計 915,962 876,137



2020年度（令和2年度）事業計画（案）

総会の開催

年1回程度

I

幹事会の開催

隔月年6回程度

Ⅱ

準備会の開催

年2回程度

Ⅲ

｢等志」の発行

年2回（7月、 1月発行）

Ⅳ

研修V

研修会

年2回程度

※活動報告会を含む。

視察見学会

年2回程度

※研修会に変更の場f

読書会（尾崎思想）

※研修会に変更の場合

（1）

(1回）

(2）

もあり。

（尾崎思想）

年2回程度（11月、 1月予定）

※案内は「署志」に掲載

(3）

懇親会

（1）

． （2）

（3）

（4）

Ⅵ
､

交流会（塾生との交歓会等）

研修会に付随

視察見学会に付随

新年会

その他Ⅶ

財団事業への協力入塾式、卒塾式、合宿等への参加

④今年度は、コロナウイルスの影響で、行事が行えない可能性もあります。

従いまして、今年度は、会報誌「考志」の充実を図って参ります。

是非、投稿の程、宜しくお願い致します。



－－ー

2020年度(令和2年度)収支予算(案）

掴

項 目 l 予算篭 l 内 訳
篭

一一

項
画
】
二
】 予算額 内 言尺

｢害志｣発行費
(ニューズﾚﾀｰ含）

85,000 郵送料 25,000円(2回分）

コピー､封筒代等(財団事務局） 50,000円

事務用品 10,000円

研修費

／

94,600 研修会(2回)、読書会(2回）

郵送料 25,000円(2回分）

会議室使用料 11,600円(2回分）

研修会講師の御礼 40,000円(2回分）

研修会講師手土産(書籍等) 10,000円(2回分）

研修会打ち合わせ時お茶代 5,000円

写真代 3.000円

事業費 38,000 見学会(2回）

郵送料 25,000R(2回分）

相手先へ手土産

写真代

10,000円(2回分）

3.000円

通信費 72,000 電話代､FAX(会計､幹事会等） 36,000円

電話代(会長） 3.000円×12ケ月=36.000円

事務費 25,000 コピー代(会計､研修､幹事会等) 5,000円

事務用品 ゞ 20.000円

･総会費 20;000
J

‘会議室借用料 5,800円

郵送料 14.200円 ．

交際費 50,000 財団へお礼 20,000円

書籍購入 30.000円

雑費 110,000 幹事会お茶代 @100円×15名×10回=15,000円

交通費 ＠500円×15名×10回=75,000円

茶菓子代 20b000円

盾 年行事篝；書方今 50.000 雲宍全雲管 h自生言R会得事竺繕古今 Rnnnnm

予備費 327,169

計 871.,769

周年行事費 0 周年‘ ﾃ事費

その 也 '100,000 ､財団へ特別薑 L付金

操越金 196,241 2021年度(令i 刺3年度)への繰越金

計 296,241



第6章（役員）

第8条本会に次の役員を置く。

（1） 会長 1名

（2） 副会長 2名

（3） 会計 2名

（4） 書記 3名

2 会長以下、役員は幹事相互の互選とする。会長は幹事会で選任し、役員は会長
が指名する。任期は1年とする。ただし、会長以下、役員の再任を妨げない。

3 会長は本会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長が役割を果たし得ないときはその職務を代理する

6

5 会計は収入及び支出に関する事務をつかさどる。
6 書記は、会議概要を作成する。

7 会計監査は財団事務局が行うものとする。

第7章（会計） 〆

第9条

第10条
本会の経費は会費、会員の寄付金等を以て充てる。

本会の会費は年額2000円（18歳以下は年額1000円）とする。
但し、必要がある場合はそのつど徴収する。

本会の会費を2年以上滞納の者は退会扱いとする。

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終わる。

条
条

１
２

１
１

第
第

第8章（財団事務局）

第13条財団事務局は本会の運営に参加し必要な助言をする。
L

茜

第9章（その他）

第14条この会則に定めるもののほか、必要な事項は幹事会で別に定める。

(附則）

l この会則は、平成31年4月1日から施行する。



．

様式第1－1号

三

侭金項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書
｢7 ｢7 ｢I]-｢U~｢5~｢罰

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

幻＝

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号
－?■

決
裁

I

一

会派代表者

一こ‐I1－

鰯
1

経理責任者 ②
1 ’

経理担当者 ■

経費項目 願蝿･研修費･圃諏報費｡鶏繍靜穂積･会誇･資料ｲ鰄費･資料購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和2年上月ﾉﾉ日~令和Z年士月zr日 金額 39？。 円

目的

該当項目に丸ED
部局事業ヒアリング・地元要望活動・会派内調整打合せ・政務活動資料の整理

使途

該当項目に丸帥 亀 ･宿泊費・駐車料

関連性

骸当項目に丸ED

・ 議会・委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。

。 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

｡ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。
｡ 議案の審議に必要な情報として、 県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

＜T貝LM言貝白1ﾖｰｲｷﾞﾝ

別納

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

＆370 円

■
１
１安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

典37〃 円



別紙

No. 月 日 用 件 金額（円）

1 合月/／ 日 *i"z'､討恥 〃。

2 夕月I3 日 号ぞ臣裟/令 〆‘ ○

3 -t､月13日 ラヤラミ〈寸免舌乞'・ハ 〃 。

4 K､月zと 日 1l二や射栗 〃 ○

． 5 畑2（ 日 式紛"満乞緋(静蜘舞頒溌αR)
師，冷新静岡
→落員|く ､f､70

6 上月2『 日 (Ig-T芥九 〃 。

7 月 日

8 月 日

9 月 日

10 月 日

11 月 日

12 月 日

13 月 日

14 月 日

15 月 日

16 月 日

17 月 日

18 月 日

19 月 日

20 月 日

合 計 g27o



個別履歴照会
作成日時： 2020/06/0114;05

最終残高 ￥2，510性別男性

生年月日1944/09/23 年齢 75才

電話番号 （自宅） 054-352-5641

（携帯）

ナカサワ ミチノリ

中澤 通訓

〒424-0828

静岡県静岡市清水区千歳町

7－ユ8

一般バス･鉄道共通

大人

￥500

フリガナ

, 氏名

郵便番号

住所

刻印番号

媒体ﾀｲブ

発行日

有効期限

ネガ情報

種
性
外

券
属
ジ

Ｆ
Ｆ
Ｋ

Ｓ
Ｓ
秀

LULuCa(PASAR+POINT)
ZO14/03/03

(申請） (停止）

適用期間

停留所（発）

停留所（発）

発行日定期券種 定期属性
割引

割引

経由

経由

１
Ｊ

着
着

く
く

割引

割引

１
１

着
着

く
く

経由

経由

停留所（発）

停留所（発）

｜
’
’
１

妬肉

362

陸
汗
職
球
郭
岸
所
慨

■■■■■■■■

■■■■■■■■
■■■■■■■■I■■■■■■■ﾛ－
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

＝率画面T廓函…ロT宇和ローーーーー■■■■■庵一一■■■■■■■■■■l■■■■■■一
■■■厘因 ■下記祠一‐ー一珂一■■■■■ ■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■
ｰ唾歴同一■T甲湿五一一一一一■■■■■ー冠一■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■
一一■T珂祠一ーー一ご■■■■■ ■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■

』■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロ■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一面一■帝諏五一一一一一■■■■■厨一一■■■■■■■■■■I■■■■■■■■l■■■■■■■■■
一……■T厩渭五一m “,－－－－－－ ■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ー… ■TF函一一一一■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一ー…一ー一一■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

． ！ 』

1/8



様式第1－4号

f超金項目 サーチキー
支出詔処書（自動車燃料代）

｢ﾗTg~｢U~1-｢UTD~｢Z]

【 女 月分】 （会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 中澤通訓）

＜領便書貼付枠＞

よる支出がある場合

ること。

企畠イR~

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回直近の)給油B 総走行匪雛C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km . km k工、

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行MMf (m)

※領収書による充当方式

｡積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(m)/総走行距離（上記c) (m)
･充当限度割合による按分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

//2､S /9円×//23km/ km zo乙/弊

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名中澤通計鰯

按分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a)

20､z/ff 円

安分率(b)

／

/クリ％

政務活動費支出額(a×b)

Z'､Z/半円
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様式第1－1号

一経理責任者
使途項目 サーチキー

支出証拠書

｢ﾃEE-｢UT5~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

u Ⅲ

謹
亘
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
１
‐

（
中
津
ｌ
湾
母
巡
鰄
）

伽
里

謡
幕
桝
棄
窯

〃時間 x 3肘月＝〃､?〃円

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 古一／ア
己

J‐ 二

③ 経理担当者

経費項目 調劃)暁費･研修費･圃鉱報費･謡蹴鞠鋤費･会議費･資料侑戎費･資料購入費･事務費･謡銅漬･灰碩

内 容 職員給与（と月分）

年月 日 令和z年創／日~令和Zft-月3/日 金額 や乎了の 円

目的 政務活動をﾈ識する職員を雇用

使途

関連性

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

了い〃 、
円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

"2r仁50 円



会派補充様式

政務 活動事務 雇用者出勤簿

~■『－－－ p一

I

．F 口座ツコl隼、J屋、ユニ“，声疸しLゴ子F1｣9e@

－百
､

月分 氏 名

政務活動業務内容 政務活動関係書類作成 政務活動事務処理 ･事務連絡･来客応対

日 曜日
日 付 区 分 (O等で表示） 勤務時間数

1

2

ﾉ室
一
一

一一守口 酉”同 ー lグ』、日Lヨニ壬J1才舎H＝‐オ、1 口毎玲去＆△“hﾛョ

却可万ロ ･休日（非勤蕪目参会誌､
年次有給休暇

湾

､3

4

弓
■■■■■■■■

弓
到靭弱ロ ｡1不日（非勤森白寿会才到

到副弱目 ･休日（非勤黙目穿合オ動

年次有給休暇

年次有給休暇
5 わ

「 _型砺ロ ･1不日(非勤務日穿合ｵ渕 年次有給休暇
6 フ く

却獅ロ ･休日(非勤務日穿合お） 年次有給休暇
7 ア

一

、 却・ 1労目
－ ■ ･休日(非勤務日穿合お） 年次有給休暇

8 /倉 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
9 玄 勤務日 1小口帽F釦誘日を含む） ・年次右給休暇
10 la 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
11

当
〃
？
『
、
Ｆ
９
ｒ と )i訂務日 休日(非勤務日を含む) 年次有給休暇 丙12 、

ノ
ｑ
ノ
、 、勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘

13 _フ く <鼻勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ぷ14
の
一 、 〈 )勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
/2 遍弓 て )勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 7〈

16 圭 勤務日 休日(非勤務日を含む) 年次有給休暇
一●

17 |a 勤･務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
18 a O勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 応
19 火 C)勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ′く
20 _＞ く 〔 ） 功務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 角
21

一

〆 、
、_盲 )勤務日 休日(非勤 年次有給休暇 ‘

22 /全 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 △
23 -迄、 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
24 la 勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇
25 同 G勘務日 休・日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ‘
26 た (§勤務日 休日(非勤務日を含む） 年次有給休暇 ざ
27 フ ‘ 倒務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇 5
28

ー

／ 、 (て勤務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇 ぢ
29 /金 C)gl務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇 人
30 之 ・勤務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇
31 ・勤務日 休日(非勤務日を含む） ・年次有給休暇
計

久 7も

上記のとおり雇用したことを証明する。
ラ坪鐸過多懲９

△
ｑ
報
い


